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援助団体等監査報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定による監査を実施したので、同条第９項

の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 



財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の対象 

財団法人瑞穂市施設管理公社の平成２２年度の次の財政援助に係る出

納その他の事務の執行について監査を行なった。 

財団法人瑞穂市施設管理公社出えん金 

平成２２年度末 ２０，０００，０００円 

 

２ 監査の実施日 

平成２３年６月２２日（水） 

 

３ 実施した監査手続 

財団法人瑞穂市施設管理公社における上記出えん金に係る出納その他

の事務の執行について、同公社から提出された資料及び提示のあった出

納関係帳票その他関係書類に基づいて、帳簿突合、質問その他必要と認

めた監査手続を実施した。 

 



第２ 監査の結果 

１ 財団法人瑞穂市施設管理公社の概要 

財団法人瑞穂市施設管理公社は、民法（明治２９年法律第８９号）第

３４条に規定する財団法人で、平成１５年５月１日に設立している。 

設立の目的及び事業は、寄附行為に定めるとおりであり、現在、公益

法人制度改革に伴い、公益財団法人の認可申請の手続き中である。 

事業については、次の表のとおりである。 

   

市　か　ら　の　委　託　事　業 平成23年度　円 平成21年度　円 平成20年度　円

 市役所駐車場管理委託 299,000 258,742 214,573 238,466
 牛牧南部コミュニティセンター業務委託 12,804,000 10,940,926 10,543,983 10,689,601
 本田コミュニティセンター業務委託 12,804,000 10,903,644 10,478,536
　福祉センター浴室業務委託 949,000 830,446 809,879 822,465
 廃棄物処分委託 40,279,000 35,800,314 34,082,343 33,656,370
 自転車駐車場等業務委託 44,388,000 41,363,913 38,305,391 39,847,961
 放置自転車等整理委託 2,778,000 2,666,141 2,493,974 2,546,707
 市民センター業務委託 13,047,000 11,632,713 11,157,195 11,109,321
 巣南公民館業務委託 8,940,000 8,584,577 8,326,656 8,430,164
 総合センター業務委託 15,104,000 13,041,754 12,285,934 12,297,457

計 151,392,000 136,023,170 128,698,464 119,638,512

平成22年度　円

 

 

２ 財団法人瑞穂市施設管理公社に対する監査の結果 

財団法人瑞穂市施設管理公社の上記出えん金に係る出納その他の事務

は、概ね適正に処理されているものと認められたが、次の点についてご

検討願いたい。 

（１） 正規職員について 

平成２０年度に正規職員を採用するための予算計上がされていたの

で、その後の状況について確認したところ、公益法人制度改革に伴い

財団法人瑞穂市施設管理公社そのものに先行き不透明な部分があるの

で、正規の職員は採用していないとのことであった。しかし、現在の

受託事務量からすると正規職員を採用して事務局組織の充実を図る必

要があると思われる。 

（２）事務所について 

寄付行為第３条にて「公社の事務所は、瑞穂市宮田３００番地１に

置く。」と規定されているが、これは、瑞穂市巣南公民館の所在地であ

る。同第１３条第１項では「公社に事務局を置く。」とし、事務局組織



規定第２条で「瑞穂市役所内に事務局を置く。」と定めている。寄付行

為の住所が誤っているので訂正されたい。 

   （３）経費について 

受託に伴い財団法人瑞穂市施設管理公社が支出を要する経費なのか、

施設管理上必要で公費負担すべきものなのか、混同されているところ

が見受けられたので、区別をつけて経費の適切な執行をされたい。 

    

今後、計画的な事業運営については、公益財団法人の申請手続き中で

あり不安定なところではあるが、効率的で経済的な運営に努めていただ

きたい。また、所管課にあっては財団法人瑞穂市施設管理公社が 1 日も

早く安定した運営ができるよう、みずほ公共サービス㈱、(社)瑞穂市シ

ルバー人材センターとの関係も踏まえて、公益法人制度改革に伴う今後

の方向性を早急に打ち出していただきたい。 


